
令和５年度愛媛県ＤＰＡＴ運営委員会次第 

 

日時：令和６年１月 31日（水）18：30～20：00 

場所：愛媛県庁第１別館３階 第３会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

（１）令和６年能登半島地震における対応について 

 

（２）大規模地震時医療活動訓練（ＤＰＡＴ訓練）の報告について 

 

（３）各精神科病院等に対するＤＰＡＴチームの協力依頼について 

 

（４）意見交換 

 

３ 閉  会 
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愛媛県ＤＰＡＴ運営委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 県内外において自然災害が発生し、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下した場

合において、迅速に精神医療活動を支援するとともに、被災地域の一般住民や支援者を対象に

心のケアを行う専門的な緊急支援チーム（以下「愛媛県ＤＰＡＴ」という。）の派遣調整等を行

うために必要な事項について検討協議し、円滑な運用を図るため、愛媛県ＤＰＡＴ運営委員会

（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 運営委員会は、次の事項について協議する。 

（１）愛媛県ＤＰＡＴ構成員の登録基準の作成及び登録審査に関すること。 

（２）愛媛県ＤＰＡＴ構成員に対する研修・企画に関すること。 

（３）愛媛県ＤＰＡＴ活動要領の作成及び改訂、緊急時の拠点及び役割に関すること。 

（４）愛媛県ＤＰＡＴ活動の評価に関すること。 

（５）愛媛県ＤＰＡＴ活動に関する情報交換に関すること。 

（６）他の災害派遣活動との連携、調整に関すること。 

（７）その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 運営委員会は、委員 12人以内で組織する。 

 

（委員） 

第４条 委員は、学識経験のある者、精神保健医療福祉関係の機関・団体を代表する者、一般医

療・薬事・看護関係の団体を代表する者、災害拠点精神科病院を代表する者及び関係行政機関

の職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（会長） 

第６条 運営委員会に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 



（会議） 

第 7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができな

い。 

３ 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

４ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 

（ワーキンググループ） 

第８条 委員会には、必要に応じてワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を置く。 

２ ＷＧは、委員会に付議する議案の審議・調整を行うほか、会長の指示する事項を処理する。 

３ ＷＧは、次に揚げる機関の職員等で組織する。 

 (1) 保健所 

 (2) 心と体の健康センター 

 (3) 保健福祉部健康衛生局健康増進課 

 (4) その他の機関 

 

（事務局） 

第９条 運営委員会の事務局は、保健福祉部健康衛生局健康増進課に置き、運営委員会の運営に

関する庶務を行う。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮

って定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 27年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 28年８月２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 10月 18日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 


